
役場からの
インフォメーション

証明書コンビニ交付サービス
一時停止のお知らせ
問 住民課 住民係
☎ 932-1467（ダイヤルイン）
☎ 932-1151（内線111）

　システムメンテナンスのため、以下の日時で証明
書コンビニ交付サービスを一時停止します。ご不便
をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
コンビニ交付サービス停止期間

▶ 日　時　1月17日（土）　6時30分～18時まで
※ 作業状況により、サービス停止期間が前後する場

合があります。
停止に伴う影響

下記のお手続きがご利用いただけません。
◦ 本籍地交付利用登録申請
◦  コンビニ（セブンイレブン、ミニストップ、ローソ

ン、ファミリーマートなど）での下記証明書の取得

対象となる証明書
住民票の写し

印鑑登録証明書
戸籍全部（個人）事項証明書

＜戸籍謄（抄）本＞
戸籍附票の写し

スマホお助け窓口を開設します
問 住民課 住民係　☎ 932-1467（ダイヤルイン）　☎ 932-1151（内線111）

　スマートフォンに関する困った、分からないを解決するため、個別対応で予約不要・相談無料のお助け窓口を開
設しています。ささいなお困りごとでもご相談ください。スマートフォンを持っていない人には、窓口で使える
端末をご用意しています。
最近のお困りごと解決例

◦病院のオンライン予約申請
◦QRコードの読み込み、申し込み手続きの方法
◦各種アプリの使い方、Wi-Fiの設定方法　など
▶ 開 設 日　 1月22日（木）、29日（木）、 

2月5日（木）、12日（木）
▶ 開設時間　9時～12時、13時～16時
 　　　　　※	窓口終了時間は16時までです。 

時間に余裕をもってお越しください。

▶ 場　　所　役場1階　ロビー特設カウンター
▶  相談内容　 スマートフォンの基本操作(メール・電話・

カメラ・インターネットの使い方)、LINEの
登録方法など

▶ 注意事項　◦ 端末の購入、機器の故障の相談などは
受け付けていません。

 　　　　　◦端末設定は対応時間に限りがあります。
 　　　　　◦ ご案内までに待ち時間が発生することが

ありますので、あらかじめご了承ください。

自宅から簡単・手軽に・夜間でも
転出手続きができます
問 住民課 住民係
☎ 932-1467（ダイヤルイン）
☎ 932-1151（内線108）

　マイナンバーカードをお持ちの人は、マイナポータ
ルから転出手続きをすると、役場への来庁が原則不要
になります。
※ 転入先市区町村の窓口での転入手続きはこれまで
通り必要です。
※	転出の処理が完了するまで日数を要します。余裕を
もってお手続きください。詳細や転出に伴う各種手
続き、注意点は須恵町ホームページをご覧ください。

▶ 手続き可能期間
 ◦ 引越し前に申請する場合　引越し予定日の30日前から
 ◦ 引越し後に申請する場合　引越し日から10日以内
 ※ 上記以外の期間は、従来どおり窓口や郵送で転

出手続きを行なってください。
▶ 利用対象者
 ◦日本国内で引越しをする人
 ◦ 申請者本人および申請者と住民票上同一世帯員

の引越し
 ※ 委任状が必要となる代理人によるお手続きはで

きません。
▶ 必要なもの　
 ◦ マイナンバーカードの読み取りに対応したスマ

ートフォンなどの機器
 ◦「マイナポータル」アプリ
 ◦電子証明書が有効なマイナンバーカード
 ※ 電子証明書を忘れた場合は、役場1階 住民課な

どで再設定が必要です。
▶ 問い合わせ先
 マイナンバー総合フリーダイヤル　☎ 0120-95-0178
  受付時間は9時30分～20時（土日祝日は9時30分

～17時30分）※ただし、年末年始を除く
  音声ガイダンスに従い「4番 マイナポータル」を押

してください。
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問��

粕
屋
南
部
消
防
組
合
消
防
本
部 

☎ 

９
３
５・５
１
１
１

令
和
7
年
10
月
の

身
近
な
犯
罪
発
生
件
数

18件

❶ 

自
転
車
盗
　
　
　
　
　
　
10
件

❷ 

万
引
き
　
　
　
　
　
　
　
3
件

❸ 

部
品
ね
ら
い
　
　
　
　
　
2
件

❹ 

オ
ー
ト
バ
イ
盗
　
　
　
　
2
件

❺ 

忍
び
込
み
　
　
　
　
　
　
1
件

令
和
7
年
10
月
の

須
恵
町
交
通
事
故
発
生
件
数
8件

交
通
事
故
に
注
意
！

　
夕
暮
れ
時
の
車
の
運
転
は
、早
め
に

ラ
イ
ト
を
点
灯
し
、交
通
事
故
を
防
ぎ

ま
し
ょ
う
。
ま
た
、譲
り
合
い
の
精
神

で
、心
に
ゆ
と
り
を
持
っ
た
運
転
を
行

い
ま
し
ょ
う
。

自
転
車
盗
に
注
意
！

　
自
転
車
に
は
必
ず
鍵
を
か
け
ま
し
ょ
う
。

性
犯
罪
に
注
意
！

　
み
ま
も
っ
ち
ア
プ
リ
を
活
用
し
、自

主
防
犯
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

ダウンロードは
こちらから

（福岡県警
ホームページ）

　
問
須
恵
町
商
工
会 

☎
９
３
２・６
７
０
０
　

「
会
社
の
作
り
方
」

セ
ミ
ナ
ー

セ
ミ
ナ
ー
内
容

◦ 

会
社
に
は
ど
ん
な
種
類

が
あ
る
の
？

◦ 

資
本
金
の
出
資
方
法
と

注
意
点

◦ 

登
記
申
請
に
必
要
な
こ

と
は
？

◦ 

設
立
後
の
手
続
き
と
は
？

な
ど

　
会
社
設
立
の
専
門
家
で

あ
る
司
法
書
士
が
会
社
の

作
り
方
の
基
本
を
お
伝
え

し
ま
す
。
起
業
・
法
人
化
し

よ
う
か
迷
っ
て
い
る
、設
立

で
き
る
会
社
の
種
類
を
知

り
た
い
、設
立
費
用
を
抑
え

る
方
法
を
知
り
た
い
人
に

お
す
す
め
で
す
。

▼	  

日
　
時

	

1
月
28
日（
水
）

	

13
時
30
分
～
15
時

▼	

場
　
所

	
 

カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー

2
階
研
修
室

	

（ 

セ
ミ
ナ
ー
は
福
岡
県
よ

ろ
ず
支
援
拠
点
と
連
携

し
て
開
催
し
て
い
ま
す
）

　
詳
細
は
須
恵
町
商
工
会

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

粕屋警察署

粕屋警察署だより
問
粕
屋
警
察
署
　
☎
９
３
９・０
１
１
０

商
工
会
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

　
商
工
会
は
、国
の
法
律
に
基

づ
い
て
設
立
さ
れ
た
経
済
団

体
で
、
地
域
中
小
企
業
の
事

業
支
援
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

須
恵
町
で
事
業
を
経
営
し
て

い
る
人
や
こ
れ
か
ら
始
め
よ

う
と
し
て
い
る
人
は
、
ぜ
ひ

商
工
会
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

商
工
会
の
主
な

利
用
内
容

❶ 

資
金
繰
り
の
た
め
の
融
資

を
受
け
た
い

❷ 

事
業
に
使
え
る
補
助
金
を

活
用
し
て
み
た
い

❸ 

自
社
商
品
を
Ｐ
Ｒ
し
て
販

路
を
開
拓
し
た
い

❹
税
務

❺
労
働
保
険
の
事
務
手
続
き

な
ど
に
つ
い
て
ご
相
談
い
た

だ
け
ま
す
。
ぜ
ひ
、
お
気
軽

に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、商
工
会
で
は
、事
業

に
役
立
つ
セ
ミ
ナ
ー
も
定
期

的
に
開
催
し
て
い
ま
す
。

令
和
7
年
度�

応
急
手
当

普
及
員
講
習
の
ご
案
内

　
応
急
手
当
普
及
員
と
は
、
主
と
し

て
自
ら
が
所
属
し
て
い
る
事
業
所
や

防
災
組
織
な
ど
に
お
い
て
、
そ
の
事

業
所
の
従
業
員
や
防
災
組
織
な
ど
の

構
成
員
に
対
し
て
応
急
手
当
の
指
導

（
心
肺
蘇
生
法
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
取
り
扱
い

要
領
、そ
の
他
の
応
急
手
当
の
指
導
）

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
資
格
で
す
。

募
集
内
容

▼	  

日
時
　

2
月
16
日（
月
）、
17
日

（
火
）、
18
日（
水
）の
3
日
間
　
い

ず
れ
も
9
時
～
17
時（
計
24
時
間
）

▼	  

場
所
　 

粕
屋
南
部
消
防
署

（
志
免
町
大
字
田
富
１
７
０
）

▼	  

受
講
資
格
　 

粕
屋
南
部
消
防
組
合

管
内（
志
免
・
宇
美
・
須
恵
・
粕
屋
・

篠
栗
・
久
山
各
町
）に
お
住
ま
い
の

人
ま
た
は
勤
務
し
て
い
る
人
で
、

自
ら
が
所
属
す
る
団
体
な
ど
の
構

成
員
に
対
し
て
応
急
手
当
普
及
活

動
が
で
き
る
人

▼	  

募
集
人
数
　 

定
員
30
人

（
認
定
証
交
付
あ
り
）

▼	  

参
加
費
　
受
講
料
は
無
料（
た
だ

し
、
別
途
テ
キ
ス
ト
代
３
９
６
０

円（
税
込
）が
必
要
）

● 

使
用
テ
キ
ス
ト
：
応
急
手
当
指
導
者
標
準
テ
キ
ス
ト

（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
２
０
２
０
対
応
）／
東
京
法
令
出
版

※
事
前
に
購
入
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼	  

申
込
方
法
　
事
前
に
電
話
で
申
し
込
み

▼	

申
込
締
め
切
り
日
　

2
月
9
日（
月
）ま
で

応
急
手
当
普
及
員
講
習
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

問	  

粕
屋
南
部
消
防
署
　
消
防
署
救
急
担
当

	

☎ 

9
3
5・5
1
0
7

	
 

粕
屋
中
部
消
防
署
　
消
防
署
救
急
担
当

	

☎ 

9
3
8・3
2
1
6

甲
種
防
火
管
理「
再
講
習
」の
ご
案
内

▼	

日
　
時
　

2
月
25
日（
水
）　
10
時
～
12
時

▼	  

場
　
所
　
粕
屋
南
部
消
防
組
合
消
防
本
部  

4
階 

研
修
室（
志
免
町
大
字
田
富
1
7
0
）

▼	  

対
象
者
　
管
内
居
住
者
、も
し
く
は
管
内
事
業
所

従
業
員

▼	  

定
　
員
　
40
人

▼	  

受
講
料
　 

２
０
０
０
円

（
申
し
込
み
時
に
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。）

▼	  

申
し
込
み
期
間
　

2
月
3
日（
火
）～
17
日（
火
）

　
8
時
30
分
～
17
時

	

※
土
日
祝
日
を
除
く

	

※
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り

▼	  

申
し
込
み
方
法
　
必
要
書
類
な
ど
を
お
電
話
で

ご
確
認
の
上
、お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

	

※ 

粕
屋
南
部
消
防
本
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
電

子
申
請
が
で
き
ま
す
。

▼	  

持
参
す
る
も
の
　
受
け
付
け
時
に
、
修
了
証（
甲

種
防
火
管
理
者
資
格
証
）を
必
ず
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。

甲
種
防
火
管
理「
再
講
習
」に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

問	  

粕
屋
南
部
消
防
本
部
　
予
防
課 

指
導
係

☎ 

9
3
5・6

	

3

	

8

	
9
	

（ 

8
時
30
分
～
17
時
、土
日
祝
日

を
除
く
）

粕屋南部消防本部

みんなを

守る1
いちいちきゅう

19

公式ホームページ

須恵町商工会

商工会だより
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